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当社に対する米国司法省および米国証券取引委員会の調査について 

 

 

当社が当社子会社の事業に関して米国政府当局の調査を受けている事実について、以下のとお

りお知らせします。 

 

記 

 

当社は、当社米国子会社である「パナソニック アビオニクス株式会社」のアビオ二クス事業に関し

て、米国司法省（DOJ）および米国証券取引委員会（SEC）から、連邦海外腐敗行為防止法

（FCPA）および米国証券関連法に基づく調査を受けています。 

 

当社は、本件に関して一貫して当局の調査に全面的に協力しており、今般、DOJ および SEC と本

件解決に向けた協議を開始しました。 

 

現時点で具体的な業績影響額を合理的に見積もることは出来ませんが、今後、協議が進行する

なかで開示すべき事項が発生すれば、速やかに開示を行います。 

 

           以  上 

会 社 名  パナソニック株式会社 

代表者名  取締役社長 津賀 一宏 

（ｺｰﾄﾞ番号 6752 東証・名証第一部） 

問合せ先   コーポレート戦略本部 

経営企画部長 原田 秀昭 

           （TEL．06-6908-1121） 


